
 

令 和 ５ 年 ７ 月 2 8 日 

建 築 局 建 築 企 画 課 

 

 

建築基準法第 85条第６項の規定に基づく仮設興行場等の許可基準の一部改正について 

 

 

１ 趣旨 

建築基準法の一部改正及び用語の整理に伴い、以下の許可基準の改正を行いました。 

 

２ 改正した許可基準 
 

・建築基準法第 85条第６項の規定に基づく仮設興行場等の許可基準 

 

３ 意見公募手続 

建築基準法の一部改正及び用語の整理に伴い、改正を行うものであるため、横浜市規

則等に係る意見公募手続実施要綱第５条第４項第８号イの規定により、意見公募手続は

行いませんでした。 

 

４ 施行日 

令和５年７月 28日 


